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各省大学校（高等学校を卒業した者等を対象とするもの）の規定の比較 参考資料２－２

防衛大学校 防衛医科大学校 海上保安大学校 気象大学校 独立行政法人水産大学校 看護大学校 海上技術短期大学校

設置根拠 ○防衛省設置法 ○海上保安庁法 ○国土交通省設置法 ○独立行政法人水産大学校 ○高度専門医療に関する研 ○独立行政法人海技教育機

第四条・第十四条 第五条・第三十三条の二 第四条 法第一条・第二条 究等を行う独立行政法人 構法第一条・第二条

○国土交通省組織令 ○国土交通省組織令 に関する法律第二条

第二百五十四条 第二百三十四条

目的 ○防衛省設置法 ○防衛省設置法 ○国土交通省組織令 ○国土交通省組織令 ○独立行政法人水産大学校 ○高度専門医療に関する研 ○独立行政法人海技教育機構

（防衛大学校） （防衛医科大学校） （海上保安大学校） （気象大学校） 法 究等を行う独立行政法人 法

第十五条 防衛大学校は、 第十六条 防衛医科大学校 第二百五十五条 海上保安 第二百三十九条 気象大学 （大学校の目的） に関する法律 （業務の範囲）

幹部自衛官（三等陸尉、 は、医師である幹部自衛 大学校は、海上保安庁の 校は、気象庁の職員に対 第三条 独立行政法人水産 （国立国際医療研究セン 第十一条 機構は、第三条の

三等海尉及び三等空尉以 官となるべき者の教育訓 職員に対し、幹部として し、気象業務に従事する 大学校（以下「大学校」 ターの業務の範囲） 目的を達成するため、次の

上の自衛官をいう。次条 練をつかさどる。 の職務を遂行するに必要 ため必要な教育及び訓練 という。）は、水産に関 第十六条 国立国際医療研 業務を行う。

において同じ。）となる ２ （略） な知識及び技能を修得さ を行うことをつかさど する学理及び技術の教授 究センターは、第三条第 一 船員に対し船舶の運航

べき者の教育訓練をつか せるための教育訓練並び る。 及び研究を行うことによ 四項の目的を達成するた に関する学術及び技能を

さどる。 に海上保安業務を遂行す り、水産業を担う人材の め、次の業務を行う。 教授すること。

２～４ （略） るに必要な専門的知識又 育成を図ることを目的と 六 国立高度専門医療研 二 船舶の運航に関する高

は特殊技能を修得させる する。 究センターの職員の養 度の学術及び技能に関す

ための教育訓練を行うこ 成及び研修を目的とし る研究を行うこと。

とをつかさどる。 て看護に関する学理及 三 前二号の業務に附帯す

び技術の教授及び研究 る業務を行うこと。

並びに研修を行う施設

を設置し、これを運営

すること。

修業年限 ４年（本科） ６年（医学科） ４年（本科） ４年 ４年（本科） ４年（看護学部） ２年

入学資格等 高等学校を卒業した者等 学校教育法第九十条に規定 高等学校を卒業した者等 高等学校を卒業した者等 高等学校を卒業した者等 高等学校を卒業した者等 高等学校を卒業した者等

する者

入学後身分 国家公務員 国家公務員 国家公務員 国家公務員 学生 学生 学生
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防衛大学校 防衛医科大学校 海上保安大学校 気象大学校 独立行政法人水産大学校 看護大学校 海上技術短期大学校

修了・卒 ○１５２単位以上の修得 ○６年以上の在学 ○第４学年において履修す ○教育課程（１５３単位以 ○４年以上の在学 ○４年以上の在学 ○必修科目の単位の認定

業要件 ○進学課程（５２単位修得） べき授業科目・乗船実習 上）・特修課程（５００ ○所定の単位（１３２単位 ○卒業認定に必要な単位 ○練習船航海実習の修了

・専門課程（１７３単位 についての履修の認定 時間以上）の修了 以上）の修得 （１２９単位以上）の修得

修得）・訓練課程（５０

７時間訓練を受けるこ

と）の修了

教育課程 ○教育課程 ○進学課程・専門課程 ○授業科目 ○教育課程 ○共通教育科目（４４単位） ○人間科学（５単位以上） ○教育課程

・教養教育 ・一般教育科目 ・基礎教育科目 ・教養系列（３１単位以上） ○専門教育科目（８８単位） ○環境（９単位以上） ・必修科目（４７単位）

・外国語 ・外国語科目 （４０単位以上） ・基礎系列（５５単位以上） ○関係性（１４単位以上） ・選択科目（５単位）

・体育 ・保健体育科目 ・専門基礎科目 ・専門系列（５７単位以上） ○成長発達（１１単位以上） ・特別教育活動（１単位）

・専門基礎 ・基礎教育科目 （５２単位以上） 基礎・専門選択 ○看護の専門科目 ・単位認定科目（５単位）

・専門 ・専門教育科目 ・専門教育科目 １０単位以上 （７６単位以上） ・練習船航海実習（９ヶ月）

・防衛学 （５２単位以上） ○政策医療看護学

○訓練課程 ・訓練科目 ○特修課程 （１４単位以上）

○訓練課程 ・訓育 （３６０時間以上） （５００時間以上）

・基本教練 ・実習科目 ・業務論

・部隊実習 （４１４時間以上） ・防災論

・演習

○乗船実習（８０週） ・実習

教員 学校長、副校長、幹事、統 学校長、副校長、幹事 校長、副校長 校長、教頭 校長 大学校長 校長、教頭

括研究官

教授、准教授、講師、助教 教授、准教授、助教、（講 教授、准教授、講師 教授、准教授、講師、助教、 教授、准教授、講師、助教、 教諭、講師、助教諭

師） 助手 助手


